
「第五次宇部市総合計画前期実行計画（素案）」　パブリックコメントの実施結果について

1　実施概要

（１） 意見募集期間 ： 令和4年1月21日（金曜日）から令和4年2月9日（水曜日）まで

（２） 意見提出者数 ： 14人　

（３） 意見数 ： 51件

5

2

5

2

9

6

9

8

4

1

51

施策の総合的な指標 2

４ 誰もが健康で自分らしく暮らせるまち 6
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2　素案に対する意見とその対応

計画全体に関するもの 2

項目 件　数
ア：
素案に趣旨がすでに反映さ
れているもの

対応区分

イ：
素案に意見を反映するもの

ウ：
今後の事業実施の参考にす
るもの

3

30

１ 活力に満ちた強い産業のまち 1 8

２ 未来を拓くひとを育むまち 3 3

計 12 9

３ 魅力と賑わいにあふれるまち

重点プロジェクト 2 3

策定の趣旨 1 1

５ 安心・安全で快適に暮らせるまち 1 3

6  計画の実現に向けて 1



第五次宇部市総合計画前期実行計画（素案）に対する意見と対応に向けた考え方

No. 項目 頁 意見 対応に向けた考え方 対応

1
計画全体に関す

るもの
―

　全体を網羅されており色々と書いてあるが、シンプルに大都市圏からの
Ｉターン、Uターンを希望する人達に対し、宇部市は他の自治体と何が違
い、なぜ宇部市が他の自治体と比べて良いのか、その点をもっと強調すべ
きと思う。一般の人達は９５ページにも及ぶ宇部市の計画書を見るわけで
はない。
　例えば、出産直前に産婦人科では対応できない事案を急遽山口大学医学
部で出産した、またドクターヘリで救急搬送されたなどは、他の自治体で
はありえない宇部の住みやすさの事案だと思う。次に、山口大学工学部、
山口県産業技術センターとの産官学連携による新規開発の環境が整ってい
る点も宇部市の特筆である。さらに、飛行機、新幹線による大都市へのア
クセスの良さ、海と山が近く瀬戸内の新鮮な魚が豊富な点。老人ホームが
多い点も宇部市の良い点と言える。
① 子供を産み育てやすい、② 郊外に自然環境が整い冬も比較的温暖、③
老人介護施設と共に山口大学医学部を始めとした総合病院が整っている。
　街の計画書という意味では現在の計画書で問題ないと思うが、対外的な
プロモーション用として考えるならばもっとシンプルに宇部の良さを伝え
る内容にすべきと思う。

　総合計画は、本市の最上位計画として、福祉や教育、産業、環境、都市インフ
ラなど事業全般について、施策や事業の方向性を定めるため、網羅的な構成と
なっています。
　今後、計画書については、市民にわかりやすくお示しするため、写真やイメー
ジ図等を加え、デザインを工夫するとともに、内容を簡潔にまとめた「概要版」
や「子ども版」を作成する予定です。
　なお、概要版を作成する際には、いただいたご意見のとおり、対外的なプロ
モーション用としても活用できるよう内容や構成等を検討させていただきます。

ウ

2
計画全体に関す

るもの
―

　重点プロジェクトと基本計画との関係が分かりにくい。５ページの施策
方針の縦軸と、重点プロジェクトの横軸の関係、それに続く６～９ページ
の主要な取り組み等の記述は理解できるが、１５ページ以降の前期実行計
画では施策方針の縦軸と重点プロジェクトの横軸の関係が見えないため、
重点プロジェクトと施策方針との「位置関係」がよくわからない。重点プ
ロジェクトから前期実行計画の説明へ読み進めると、関係性がみえないた
め理解が分断される。重点プロジェクトは前期計画の説明の後に持ってく
ると、読む側の理解が進むと思う。

　重点プロジェクトと基本目標の関連を示す全体のイメージ図を追加するととも
に、重点施策と位置づけたものに「重点」の表示を行うなど、それぞれの関係性
がわかるよう修正します。

イ

3
計画全体に関す

るもの
―

　「活力に満ちた強い産業」など同じ項目を表現するのに、２ページの施
策体系では「基本目標」、５ページでは「施策方針」、前期実行計画では
「分野」と異なっているので理解しにくい。

　表現を「基本目標」に統一します。

イ

4
計画全体に関す

るもの
―

　第四次の振り返りがあれば、これまで宇部市がどのような取組をしてき
て、現時点ではどういった状態、今後はどのようになっていくのか、イ
メージできるのではと感じた。

　第四次宇部市総合計画（平成22年度～令和3年度）は、現在、計画期間中では
ありますが、第五次宇部市総合計画基本構想（令和３年12月策定）の策定過程
において、取組の検証等を実施し、今後のまちづくりの方向性について検討を
行っています。 ウ

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　



第五次宇部市総合計画前期実行計画（素案）に対する意見と対応に向けた考え方

No. 項目 頁 意見 対応に向けた考え方 対応

5
計画全体に関す

るもの
―

　全ページを拝読しました。読みやすく綺麗で工夫されたプレゼン資料で
す。しかし、一言で述べれば、これは「てんこ盛り企画案」です。大手民
間企業は、中期経営計画という５カ年計画を立案するのが常です。もし、
当該素案がそれに相当するものであれば、まず、経営サイドからは、ダメ
出しされるでしょう。何故なら、実行計画とうたいながら、肝心のロード
マップ（目標達成に至るまでのスケジュール）、マイルストーン（中間目
標地点）が見当たりません。即ち、やりたいこと、こうありたいことは、
たくさん記述されていますが、それに至る具体的方策や今後５年間、いつ
の時点で何をどこまで達成するのか全く書かれていません。加えて数値化
されている目標と定性的な目標が混在しており不自然さを感じます。この
ような状態で発進するとどうなるか。５年後、何人かの担当者は異動、責
任の所在も曖昧となり目標未達でも「ま、いいか。私が立案した計画じゃ
ないし。さて次の５カ年計画を立てよう」という状況に陥る様子が目に浮
かびます。再考、再検討を望みます。

　本計画は、第五次宇部市総合計画基本構想に示された将来像の実現に向け、取
り組むべき基本的な施策を総合的・体系的に示しています。このため、福祉や教
育、産業、環境、都市インフラなど、事業全般についての施策や事業の方向性を
定めており、網羅的な構成となっています。
　これらの施策・事業については、本計画書に記載しています「個別計画」にお
いて、具体的な内容や目標値、スケジュール等を示し、取り組んでいくこととし
ています。

ウ

6 策定の趣旨 1

　基本構想における「まちづくりの基本理念」と「5つの基本目標」とあ
るが、それがどういったものなのか、具体的に何が掲げられているのかの
説明が欲しい。

　「まちづくりの基本理念」及び「5つの基本目標」は、令和3年12月に策定し
た、第五次宇部市総合計画基本構想の中で示しています。このため、前期実行計
画の策定後は、「まちづくりの基本理念」等が掲げられた基本構想と一体的に製
本することとしています。

ウ

7 策定の趣旨 1

　「策定の趣旨」「計画期間」ときて、唐突に、SDGsの高尚な理念とそ
れを見おろすような銅像の写真および共存同栄のロゴがあるのは、どのよ
うな理由なのでしょうか。両方ともこの素案に紐付ける必要性は、無いと
考えます。

　本市は内閣府から「SDGs未来都市」に選定（2018年）されており、SDGs
の達成に向け、持続可能なまちづくりに取り組んでいます。このため、本計画で
は、取り組む施策とSDGsとの関連性を示すため、17の目標（アイコン）を各
施策に表示しています。
　また、写真（渡辺祐策翁）及び「共存同栄」のロゴについては、本市のまちづ
くり理念のイメージとして掲載したものですが、削除します。

イ

8
重点プロジェク

ト

4
　
5

　「施策を横断的に関連づけながら」とは、「縦割り行政を止め組織横断
的に活動に取り組む」という解釈でいいのでしょうか。とすればマトリッ
クス図に各部署名を明記するともっと責任と権限が、分かりやすくなりま
す。

　重点プロジェクトについては、関連施策を所管する部署が庁内横断的に連携を
図ることで、効率的な事業展開とともに、相乗的な施策効果が発揮されるよう取
り組んでいきます。なお、担当部署名については、今後、組織再編を予定してい
ることから、計画書には記載せず、市ウェブサイト等でお示しします。

ウ

9
重点プロジェク

ト
6

　重点１ 暮らし安心・安全プロジェクトで順番（優先度）は、①、②が逆
と思います。現時点ではコロナ対策、防災をまず、第一に取り上げるべき
です。

　ご意見のとおり、①と②の順番を変更します。

イ

10
重点プロジェク

ト
7

　重点２ たくましい産業育成プロジェクトの①主な取り組みは、欲張りす
ぎと思います。陳腐な言葉を用いると「選択と集中」が重要です。あれも
これもというのは、結局、戦略が無いに等しいと考えます。

　本市が今後も持続可能な発展を遂げていくためには、本市の地域特性を活かし
た、成長産業の創出・育成、人材育成、既存産業の経営基盤強化等が重要と考え
ています。
　このため、現在、次世代に向けた強い産業と魅力的な雇用の場の創出に向け
て、産業振興に特化した個別計画の策定にも着手しているところです。

ウ

11
重点プロジェク

ト
8

　重点３ 子ども未来応援プロジェクトの②多様化・複雑化する社会を生き
抜きという言葉が引っ掛かります。具体的にどんな未来社会を描いている
のでしょうか。

　目指すべきプロジェクトの方針として、不明瞭な表現であることから、表現等
を見直します。

イ

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　



第五次宇部市総合計画前期実行計画（素案）に対する意見と対応に向けた考え方

No. 項目 頁 意見 対応に向けた考え方 対応

12
重点プロジェク

ト
9

　重点４ まちの賑わい創出プロジェクトに関しては、先にパブコメを送っ
ているので再度、内容を確認、検討願います。

　令和3年10月に実施した旧山口井筒屋宇部店利活用（素案）に対するパブリッ
クコメントで、「居心地がよく歩きたくなるまちなか」の実現に向けては、具体
的な取組や利用しやすい駐車場の確保が重要であるとのご意見をいただいていま
す。
　具体的な取組の一つとして、常盤通りのウォーカブル化については、市や道路
管理者だけでなく、周辺の商店街をはじめ多様な方々と意見を交わしながら、そ
の実現に向けて検討を進めます。
　また、駐車場については、安全で使用しやすい駐車場の整備や周辺の民間駐車
場とも調整を図りながら確保に努めていきます。

ウ

13
施策の総合的な

指標
11

■　施策の総合的な指標
　宇部市の人口減少は現在月ごとに100人～200人の減少をしており、こ
れは大いに問題視しなければならない。（商業的な視点で見ると1か月最
低でも12万円宇部市でお金を使うとすると、それが150人分減っていると
いう計算で、月に1800万、年間で2億1600万円分の経済活動を宇部市が
失っている事になる。）。
　経済社会である以上、この事を数値として改めて認識して問題意識を市
全体で受け止め、人口減少をしょうがないと受け入れるのではなく、攻め
の姿勢で人口増を目指す活力が必要だと思う。（11ページの施策の総合的
な指標を見るとこのくらいになったら良いなという希望的観測に見えてし
まうので、もっと積極的な数値を市は発信するべきだと思う。）

　今後、団塊の世代が75歳以上を迎えることにより、人口の自然減が続くこと
が見込まれ、人口減少は避けられない状況にあると考えています。このような状
況を見据え、今後、本市が将来に向けて持続可能なまちを構築していくため、
「施策の総合的な指標」として、基本構想の実現に向け、実行計画期間内（5年
間）で目指すべき目標を示しています。
　なお、「施策の総合的な指標」については、目標値を全て数値化します。

イ

14
施策の総合的な

指標
11

■　施策の総合的な指標
　ここの目標値が、数値、定性が混在しています。全て数値化してくださ
い。

　ご意見のとおり、全て数値化します。

イ

15
１ 活力に満ちた
強い産業のまち

17

（1-1）未来を支える成長産業の創出
　ここの取り組みは、欲張りすぎと思います。「選択と集中」が重要で
す。ターゲットの絞り込みができていません。

　人口減少・少子高齢化の進行や近年急激に進化した技術革新など、本市を取り
巻く社会環境や経済情勢は大きく変化しています。こうした中、本市が今後も持
続可能な発展を遂げていくためには、成長産業の創出やデジタル技術を活用した
イノベーションの創出は重要な施策と考えています。
　産業集積や大学等の高等教育機関・試験研究機関の立地など、本市が有する多
様な地域特性を活かし、未来を支える成長産業の創出に取り組んでいきます。

ウ

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　



第五次宇部市総合計画前期実行計画（素案）に対する意見と対応に向けた考え方

No. 項目 頁 意見 対応に向けた考え方 対応

17
１ 活力に満ちた
強い産業のまち

19

（1-2）地域を支える商工業の振興
　 ③商業の活性化
　旧井筒屋宇部店跡地とその周辺を活用し、駐車場を確保した「道の駅」
または「街の駅」を作り、市民の活動拠点となる施設を造ることを願う。
また、それは、市内の他地域、例えば山間地域の同様の施設の掌握施設と
しての役割も担い、地域ブランド創出推進の役割も担うものとしてほし
い。

　旧山口井筒屋宇部店跡地の利活用については、市民ニーズや民間事業者等への
ヒアリング結果などから、令和3年12月に計画案を公表したところです。
　その内容は、核となる公共機能は「子育て支援拠点」と「くつろぎ・交流機
能」、導入可能性のある民間機能は、カフェやレストランなどの飲食機能と、日
用品販売施設や健康増進施設等となっています。
　いただいたご意見は、今後、事業を進めていく上での参考にさせていただきま
す。

ウ

18
１ 活力に満ちた
強い産業のまち

19

（1-2）地域を支える商工業の振興
　③商業の活性化
　銀天街は職場が非常に近く、賑わってほしいという思いを持っている。
ワクワクするような商店街を作ってほしい。

　本市では、消費者に選ばれる個店の魅力づくりや経営の安定化のほか、商店街
の共同施設の整備・改修を支援することで、買い物環境の向上に取り組んでいま
す。
　引き続き、集客や販売促進を目的としたイベント開催等を支援することで、地
元商業の活性化と賑わいの創出を推進していきます。（施策1-2）

ア

　本市では、これまで中心市街地の活性化に寄与してきた商店街の賑わい創出を
図っていくため、商店街の施設整備や店舗の改修、イベント開催等に対して支援
を行ってきましたが、賑わいの創出にはまだ道半ばの状況です。
　また、令和2年3月に策定した「宇部市中心市街地活性化基本計画」に基づ
き、「宇部新川駅周辺地区」「市役所周辺地区」「中央町地区」の3つを重点地
区として定め、賑わいの創出に向けた事業を実施しているところです。
　ご提案の「宇部新川駅周辺地区」においては、JRやバス等の交通結節点であ
り、本市の玄関口にふさわしい魅力ある空間形成を図るため、現在、駅舎・駅前
広場の整備などの実施に向け取り組んでいます。しかし、当該エリア内には多く
の民有地が含まれており、所有者や権利者等に対して、説明会や勉強会等を開催
してきましたが、合意形成に至っていない状況です。
　こうした中、旧山口井筒屋宇部店跡地の利活用や新庁舎の建替え、常盤通りの
ウォーカブル化など、多くの事業が集中している「市役所周辺地区」について、
現在、先導的に事業を推進しているところです。

ウ16
１ 活力に満ちた
強い産業のまち

19

（1-2）地域を支える商工業の振興
　③商業の活性化
　10年前より商店街再生のための取組を注視していたが、効果は薄くむし
ろ衰退の一途をたどっている。その大きな理由は、商店街は個人商店の集
まりなので、個人商店１つ２つがある程度頑張ったところで商店街全体の
再活性化までにはエネルギーも資金力も乏しく、非常に難しいというとこ
ろ。消費者はワクワクする熱気のあるところ、楽しいと思えるところ、新
しい発見・体験があるところに集まる（極端なことを言えばお金の匂いの
するところ）。商店街の再活性を図るには、まず魅力的なビジネスチャン
スを市が作り出す必要がある。
　私が提案したいのは井筒屋跡地ではなく、宇部新川駅の投資開発です。
（残念ながら井筒屋跡地の開発は立地的には効果が薄いと言わざるを得ま
せん。）宇部新川駅は宇部線、小野田線、宇部市営バスの始発・終着駅、
福岡への夜行バスなど様々な交通インフラのHUBを担っている。宇部出張
の人や学会の参加者などが行きつく、いわば宇部市の顔と言える。利用者
が少ないイメージはありますが、その理由は宇部新川駅周辺に目ぼしいス
ポットがないだけで、その利便性自体は大いに可能性を秘めている。
　ＪＲと提携して宇部新川駅は東西南北に出口を設け、SAKURA MACHI
Kumamoto のように駅、バスターミナル、商業・娯楽・サービス施設を
連動することで、みんなが利用しやすく活気のある施設に生まれ変わらせ
る事が理想。目玉となる店舗は精査する必要があるが、SAKURA MACHI
Kumamotoのように大規模なものではなく、宇部市の人口に見合った規模
の施設で充分。
　宇部市のランドマークを利便性の良い場所に作ることで市営バスの利
用、宇部線の利用も底上げすることができ、慢性的な公共交通の問題解消
の可能性も出てくる。（72ページ地域公共交通の問題の解決）
（78ページ活力ある都市空間の整備の解決）
　宇部新川駅が宇部の熱気の中心となる事で人が集まり、人が集まればそ
の周辺にもビジネスチャンスが生まれ、商店街再生の条件も整いやすくな
る。結果的に商店街が活性化したら良いのであって何も今すぐに商店街自
体に資金を投じて活性化させる必要がないという事。

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　



第五次宇部市総合計画前期実行計画（素案）に対する意見と対応に向けた考え方

No. 項目 頁 意見 対応に向けた考え方 対応

19
１ 活力に満ちた
強い産業のまち

19

（1-2）地域を支える商工業の振興
　目標にＤＸの取り組み件数が挙がっていますが、これって行政主導で、
できることですか？実際には、各企業経営者層が考え社員が取り組む事柄
だと思います。再考願います。

　AI・IoTや5G、ビッグデータ等を活用した新たな製品やサービスの開発が進む
など、DXの重要性は高まっています。このため、本市としては、DXに取り組む
企業の機運醸成を図るとともに、企業のＤＸ導入のための補助を行うなど支援す
ることで目標達成を図っていきます。 ウ

20
１ 活力に満ちた
強い産業のまち

20
21

（1-3）強くて稼げる農林水産業の振興
　2030年、2050年のカーボンニュートラルを考えると今後最も重要な
分野となります。また、山口県および宇部市の強みともなりえる分野で
す。ここにかける職員数、予算を開示願います。

　本市では、強くて稼げる持続可能な農林水産業への転換を図るとともに、脱炭
素社会に寄与するため、農地の保全活動や有機農業、スマート農業への取組、私
有林や市有林の整備を推進しています。令和4年度の各分野の予算については、
令和4年3月市議会定例会で議決後、公表いたします。また、職員数について
は、業務量を十分精査した上で、令和4年4月1日の定期人事異動により適切な配
置を行います。

ウ

21
１ 活力に満ちた
強い産業のまち

24
25

（1-4）安定した雇用の創出と産業人材の育成
　宇部市が関わっている工業団地の遊休地を完全に埋める計画および戦略
を策定願います。

　現在、企業誘致を行っている産業団地では、順調に誘致を進めており、誘致で
きる区画は、宇部臨空頭脳パークが1区画、宇部新都市が５区画となっていま
す。引き続き、県との連携やトップセールス等により、誘致活動に取り組みま
す。

ウ

22
１ 活力に満ちた
強い産業のまち

25

（1-4）安定した雇用の創出と産業人材の育成
　「高校生の市内就職割合」について、43.1%が県内他市と比較し、高い
のか低いのかわからない。

　「高校生の市内就職割合」については、若者の市外流出が続いているため目標
指標として設定したものです。このデータは、本市が独自に市内高等学校のご協
力を得た上で行っている調査であることから、県内他市との比較はできません。
今後も引き続き、若者の市内定着に向けた各種施策に取り組むことで、高校生の
市内就職割合の向上に努めていきます。 ウ

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　



第五次宇部市総合計画前期実行計画（素案）に対する意見と対応に向けた考え方

No. 項目 頁 意見 対応に向けた考え方 対応

24
２ 未来を拓くひ

とを育むまち
32
33

（2-3）子どもの学びの充実と学力の向上
　教育分野の各基本方針は、いいと思います。ところで、県教委および県
内の校長を経験した友人と教育論を議論した際、次のような言葉が出てき
ました。「今の子供たちには、逞しさが全く足りない。家庭教育、学校教
育もその点が欠けており現役時代に改革できなかったのが非常に心残りで
ある」と述べていました。当該ページを見渡しても「逞しさ」という言葉
がどこにも見当たらず、ソフトタッチな言葉が並んでいます。優しさ、支
援、援助だけが教育では無いと思います。厳しさ、辛さ、忍耐を教えるの
も教育です。無菌室で育てると抵抗力が無くなります。骨太の教育方針を
打ち立てて自学、自立できる人材教育を推進願います。

　変化し続ける社会の中で生きる子どもたちに、自学・自立できる資質能力を育
成することは必要と考えています。そのため、実践的な教育や体験型の教育を推
進することにより、主体的に行動できる力を育んでいきます。（施策2-3）

ア

　人口減少対策は、全国の地方自治体が抱える大きな課題であり、本市において
も、これまで少子化対策やUIJターン、若者の地元定着など、様々な取組を進め
ており、社会人口減の抑制を図っています。しかし、今後、団塊の世代が75歳
以上を迎えることにより、人口の自然減が続くことが見込まれ、人口減少は避け
られない状況にあると考えています。
　本市としても、これまで、地理的メリットはもとより、山口大学医学部・工学
部をはじめとした高等教育機関の集積や医療・福祉施設の充実等を本市の「売
り」として、移住・定住の推進や企業誘致活動に取り組んできたところです。
　いただいたご意見は、今後、事業を進めていく上での参考にさせていただきま
す。

ウ23
１ 活力に満ちた
強い産業のまち

25
48

（1-4）安定した雇用の創出と産業人材の育成
　①企業誘致の推進
（3-5）移住・定住の推進
　将来都市像「ひとが輝き交流ひろがるわたしたちの宇部」のような抽象
的な目標だけでなく、それを達成するための具体的で分かりやすい目標
（戦略）も必要。政策はあくまで戦術の分野であって、戦略を達成するた
めの手段にすぎない。まず宇部市は未来に向けての戦略を明確にするべき
だと思う。こまごまと細分化された現在の宇部市の問題のほとんどは人口
が増える事によってほぼ全て解決する。（細分化すると物事の本質が霞ん
でしまうが、人口が増えるという条件を当てはめると大体の事が解決する
のが分かる。）
　まず宇部市で「人口増を目指す」という分かりやすい戦略を設定し、政
策はその目標を軸にして立案して企業誘致と移住定住をもっと積極的に推
進してほしいと思う。また、企業誘致と移住定住をアピールする際に融資
制度や各種支援策の提案だけでなく、宇部市の地理的なメリットも伝える
ようにしてほしい。
　たとえば、①災害が少ない点（事業の稼働日数の安定、従業員の生活の
安全、不動産・財産の安全）、②各方面への道路整備・宇部港、宇部空港
の整備（移動、輸送の利便性）、③医療の充実（従業員とその家族の健康
と生活の安定）、④車で小倉・県内の主要都市まで1時間以内、福岡・大
分別府まで2時間、広島まで1時間半、東京へは飛行機（休日の過ごし方の
多様性の提案、生活の拠点を宇部市にするメリット）
　以上のような他の都市にはない、宇部市特有のストロングポイントを
もっと洗い出して伝える事で誘致メリットをより魅力的なもの、より説得
力のあるものに底上げして行くと良いと思う。
　パソナの淡路島移転は「そもそも仕事自体を都市部でする必要がない」
という発想の転換から始まります。1日のほとんどを会社内で過ごす平日
にわざわざ満員電車や渋滞に巻き込まれながら苦労して都市部に出勤する
のは仕事の質も落ちるし生産性がないという考え方が根幹にある。そして
淡路島を中心に地図を俯瞰してみると北に神戸、東に大阪、南に四国があ
るという立地です。平日は混雑もなく出勤出来て空気も食べ物も美味しい
地元で仕事をして、休日に都会やレジャーに行きたければ神戸や四国は橋
を渡って、大阪にはフェリーで行けるというワークライフバランスを重視
した移転計画となっている。同様に宇部を中心に俯瞰すると淡路島にも負
けず劣らず実は良い条件である事が分かる。（上述した宇部の地理的メ
リット、医療の充実など条件によっては淡路島より良い面も）
　こういった面を宇部市役所はもっと強みである事と認識して誘致活動に
臨んでほしいと思う。

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　



第五次宇部市総合計画前期実行計画（素案）に対する意見と対応に向けた考え方

No. 項目 頁 意見 対応に向けた考え方 対応

25
２ 未来を拓くひ

とを育むまち
33

（2-3）子どもの学びの充実と学力の向上
　①確かな学力を育む教育の推進
　９年間の教育課程で１人１台端末を付与とあるが、端末の機能制限につ
いて知りたい。教育の負の側面となる部分も多いと感じたため。

　児童生徒用の端末には、適正な利用を図るため、以下の制限をかけています。
①児童生徒のアカウントからのアプリやソフトの追加及び削除、②インターネッ
ト閲覧時の不適切サイトへの接続（フィルタリング機能付きソフトの活用）、③
端末の設定変更（周辺機器への接続）

ウ

26
２ 未来を拓くひ

とを育むまち
35

（2-4）一人ひとりを大切にする教育の推進
　認知したいじめに対して、保護者へのサポートはどうなっているのか。

　いじめを受けている児童生徒の保護者に対しては、事実認定に基づいた説明を
行うとともに、保護者の心情に寄り添いながら、学校の対応や問題解決に向けた
指導への理解と協力をお願いし、誠意をもって対応しています。
　また、いじめを行っている児童生徒の保護者に対しては、今後の学校生活にお
ける人間関係の再構築に向けて、児童生徒への指導や支援のあり方について、と
もに考えていくこととしています。（施策2-4）

ア

27
２ 未来を拓くひ

とを育むまち
35

（2-4）一人ひとりを大切にする教育の推進
　②いじめ対策の推進
　いじめ対策について、子どもたけでなく、ご両親や家族に対してのサ
ポートや支援はないか。

　いじめを受けている児童生徒の保護者に対しては、事実認定に基づいた説明を
行うとともに、保護者の心情に寄り添いながら、学校の対応や問題解決に向けた
指導への理解と協力をお願いし、誠意をもって対応しています。
　また、いじめを行っている児童生徒の保護者に対しては、今後の学校生活にお
ける人間関係の再構築に向けて、児童生徒への指導や支援のあり方について、と
もに考えていくこととしています。（施策2-4）

ア

28
２ 未来を拓くひ

とを育むまち
35
37

（2-4）一人ひとりを大切にする教育の推進
　③一人ひとりに応じた学びの機会の保障
　④地域とともにある学校づくりの推進
（2-5）いつでもいつまでも学べる環境の充実
　①多様な学びの機会の充実
　②地域における学びの推進
　一人ひとりに応じた学びの場、機会の保障は垣根のない状況、それぞれ
の状況に応じた場に創出し、「誰でも気軽に利用できる施設」を造りた
い。

　開館以来30年が経過する市立図書館では、社会背景や図書館の役割、利用者
のニーズの変化等に合わせて、「知の拠点」「集いの場」「憩いの場」として誰
でも気軽に利用できる図書館づくりを基本方針として、全面リニューアルを検討
しています。
　いただいたご意見は、今後、事業を進めていく上での参考にさせていただきま
す。

ウ

29
２ 未来を拓くひ

とを育むまち
37

（2-5）いつでもいつまでも学べる環境の充実
　市立図書館など、端末を自由に充電できる環境づくりが重要だと思う。
社会人の生涯学習にも直結する。(自由に作業・学習できる環境の整備)

　開館以来30年が経過する市立図書館では、社会背景や図書館の役割、利用者
のニーズの変化等に合わせて、「知の拠点」「集いの場」「憩いの場」として誰
でも気軽に利用できる図書館づくりを基本方針として、全面リニューアルを検討
しています。
　いただいたご意見は、今後、事業を進めていく上での参考にさせていただきま
す。

ウ

30
３ 魅力と賑わい
にあふれるまち

41

（3-1）宇部の魅力を高めるシティプロモーションの推進
　「宇部市の認知度・魅力度」について、全体数がわからない。313位は
低いのか高いのか。目標値に達するとどのくらいの人が宇部市を認知する
のか。その効果は。目標値の根拠がわからない。

　認知度・魅力度の指標については、ブランド総合研究所が毎年実施する「地域
ブランド調査」の結果によるもので、認知度については「どの程度知っている
か」、魅力度については「どの程度魅力を感じるか」という問いに対し、20代
から70代までの全国男女約3万6千人の回答を基に、約1,000自治体を対象とし
たランキングとなっています。
　この目標値は、認知度・魅力度の参考指標として、現状本市の県内順位ワンラ
ンクアップ（認知度5位→4位、魅力度6位→5位）に相当する全国順位を一つの
目安として設定しています。
　なお、魅力度については、その判断が不明瞭であることから削除します。

ウ

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　



第五次宇部市総合計画前期実行計画（素案）に対する意見と対応に向けた考え方

No. 項目 頁 意見 対応に向けた考え方 対応

31
３ 魅力と賑わい
にあふれるまち

42
43

（3-2）地域の魅力を活かした観光振興・MICE誘致の推進
　ときわ公園の現状の問題点を挙げるとすれば、周回遊歩道が完全整備さ
れていない、公園のデザインが古臭い、彫刻と風景の調和がなされていな
い、公園全体の統一感が無い、など多くの問題点があります。この公園
は、誰のためにあるのか、市民のためか、それとも観光客などの集客目的
か。ときわ公園の将来、あるべき姿とは、どのようなものなのか再定義す
る必要があります。

　ときわ公園のあるべき姿や将来像については、現在改定を進めている「ときわ
公園活性化基本計画（第三次）」（令和４～８年度）の中で整理しています。
　この計画案では、ときわ公園を市民の憩いの場であるとともに主要な観光拠点
として位置付け、市民が誇れる都市公園を目指していきます。取組の方向性とし
ては、周遊園路の整備や動物園・植物園など既存資源の魅力向上、また、ときわ
公園をビジネスチャレンジの場として活用していくこと等を掲げています。（施
策3-2）

ア

32
３ 魅力と賑わい
にあふれるまち

43

（3-2）地域の魅力を活かした観光振興・MICE誘致の推進
　施策３－２の中で、ときわ公園のイベント充実の項目があります。その
中に、主な事業として、「ときわ公園ブランド推進事業」、「ときわ動物
園推進事業」、「博物館企画推進事業」の３つの事業の記載があります。
個別計画である、「ときわ公園活性化基本計画」、「宇部市観光交流アク
ションプラン」の素案も確認しましたが、その中にもこの事業名は出現し
ません。上記３つの事業は、どこの計画で整理されているのでしょうか。
当然、「ときわ公園活性化基本計画」の中で、主要事業としての整理が必
要と考えます。

　３つの事業については、個別施策を包括的に表現した事業名称であり、現在改
定を進めている「ときわ公園活性化基本計画（第三次）」の中で具体的な取組を
整理しています。
　1つ目の「ときわ公園ブランド推進事業」については、遊園地等で実施する各
種イベントや情報発信等に関する取組を、2つ目の「ときわ動物園推進事業」
は、動物に関する企画や動物園の情報発信等に関する取組を、3つ目の「博物館
企画推進事業」は、世界を旅する植物館で実施する企画展示等の取組を進めるこ
ととしています。（施策3-2）

ア

33
３ 魅力と賑わい
にあふれるまち

43

（3-2）地域の魅力を活かした観光振興・MICE誘致の推進
　観光振興において、既存コンテンツでは訴求効果が乏しいと考える。
MICE等を活用した際に、行きたくなるコンテンツがなければもったいない
ので、観光資源発掘・創出にも力を入れていただきたい。

　観光振興については、（一社）宇部観光コンベンション協会をはじめ様々な関
係団体と連携し、宇部産の食材やアート、伝統行事、各種イベント等、宇部なら
ではの地域資源を活用したコンテンツの造成など、魅力ある観光資源の発掘・創
出に取り組むこととしてます。（施策3-2）

ア

34
３ 魅力と賑わい
にあふれるまち

44
45

（3-3）「する」「みる」「ささえる」スポーツの振興
　巨額の費用と２年の歳月をかけて改修した俵田体育館の活用について記
述が無いのが気になります。半世紀以上経った窓も無く陰気臭い体育館を
今後、どのようにする予定なのか計画を示してください。因みにステージ
の床は、改修されておらずガタガタです。年間の維持管理費も開示願いま
す。

　俵田翁記念体育館については、市民がスポーツを行う場として、また、トップ
レベルのスポーツイベントを招聘するなど、市民が「みる」スポーツを楽しむ場
としても活用を進めていきます。 なお、同体育館の管理については、指定管理
者である宇部市体育協会グループへ委託しており、令和2年度の委託料は約1千
万円となっています。 ウ

35
３ 魅力と賑わい
にあふれるまち

45

（3-3）「する」「みる」「ささえる」スポーツの振興
　④魅力あるスポーツ事業の創出
　山口ペイトリオッツの開幕戦を観戦しましたが、非常におもしろかっ
た。プロスポーツ観戦は活力を与えてくれるので、是非宇部から魅力ある
スポーツ事業を生み出してほしい。

　地元チームや選手の活躍は、地域情報の発信や地域住民の連帯感の醸成など、
地域の活性化につながります。
　こうしたことから、本市にゆかりのあるトップアスリートやプロスポーツチー
ムと連携し、様々な活動や交流を展開していくこととしています。（施策3-3） ア

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　
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36
３ 魅力と賑わい
にあふれるまち

46
47

（3-4）文化・アートの振興
　文化・アートの振興となると必ず強調されるのが「UBEビエンナーレ」
ですが、一度、ここから離れて発想を変えてみてはいかがでしょう。
　宇部市出身の若手アーティスト（小林愛実さん、YOASOBIのAYASE
さんなど）、芸術家、知識人、企業家など信じられないくらい多くの有名
人がいます。その方々を通じて文化・芸術を発信するのが宇部のネームバ
リューを上げる手っ取り早い方法と考えます。

　宇部にゆかりがあり、さまざまな分野で活躍する人を「宇部ふるさと大使」に
任命し、本市の魅力を全国に発信していただくことで、知名度アップや産業・文
化・観光の振興に取り組んでいます。いただいたご意見については、本市の文化
振興を図っていく上で、若者等の新たな層を取り込んでいくことは重要であるこ
とから、本市にゆかりのある映画監督やアーティストによる、映画・アニメー
ション・音楽などのポップカルチャーによる取組を追記します。

イ

37
３ 魅力と賑わい
にあふれるまち

47

（3-4）文化・アートの振興
　宇部のシンボルである彫刻や渡辺翁記念会館などは従来通り推し出して
欲しいが、現状のアプローチだけでは新規層（域内・域外問わず若年層）
への認知に繋がりにくいと感じる。宇部市からアートを生み出すという意
味合いでも、上記コンテンツにポップカルチャーを取り入れるなどの活動
をして欲しい。

　本市の文化振興を図っていく上で、若者等の新たな層を取り込んでいくことは
重要であることから、ポップカルチャーに関する内容を追記いたします。

イ

38
３ 魅力と賑わい
にあふれるまち

48
49

（3-5）移住・定住の推進
　移住・定住の推進について、そんなに躍起にならず「去る者は追わず。
来る者は拒まず」くらいのスタンスで良いと思います。今の人口減少を止
める特効薬などありません。しかし、宇部市に「本当の魅力」があれば、
全国から移住者が殺到します。

　今後、団塊の世代が75歳以上を迎えることにより、人口の自然減が続くこと
が見込まれ、人口減少は避けられない状況にあると考えています。このような状
況を見据え、今後、本市が将来に向けて持続可能なまちを構築していくために
は、人口の確保は重要な要素であることから、基本構想に示した目標人口の達成
に向け、人口の社会増を目指し、移住・定住施策について取り組んでいきます。

ウ

39
４ 誰もが健康で
自分らしく暮ら

せるまち

52
53

（4-1）多様性を尊重する社会の構築
　「多様性」「多様化」という言葉が世の中に氾濫しています。「多様
性」という言葉は、そもそも「生物多様性」という生物学用語です。とこ
ろが今や非常に都合のいい言葉として乱用（悪用）されています。「多様
性を尊重する」などというフレーズは、止めましょう。

　本市では、市民宣言に謳われている「人間が尊重される都市づくり」を目指
し、人種、国籍、年齢、性別、性的指向・性自認、障害の有無など、あらゆる属
性や特性による偏見や差別をなくし、一人ひとりの多様性を尊重し合い、相互に
認め合える共生社会の構築を進めています。
　宇部市総合計画審議会からの基本構想に対する答申においても、「多様性」と
いう言葉が使われていることから、本計画においても使用させていただいていま
す。

ウ

40
４ 誰もが健康で
自分らしく暮ら

せるまち

54
55

（4-2）生涯を通じた健康づくりの推進
　ここの項目には異論ありません。 ― ア

41
４ 誰もが健康で
自分らしく暮ら

せるまち
55

（4-2）生涯を通じた健康づくりの推進
　②心身の健康づくりの推進
　メンタルヘルスケアに対して、どこにも所属していない場合(例：専業主
婦)、予防対策ができにくいのではないか。

　心の健康づくりは、ケアの必要性を本人が自覚していないことがあります。
　心の悩みを抱える人が孤立せず、適切な相談や受診につながるためには、家族
や身近な人による気付きの促し・見守り・声かけが重要となります。
　本市では、心の悩みを抱える人に気づき、相談窓口につなげる「ゲートキー
パー」をはじめ、地域で健康づくりを担う様々な人材を育成しており、いただい
たご意見を参考にしながら、今後も身近な住民同士が支えあい、安心して生活で
きる環境づくりを進めます。

ウ

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　
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42
４ 誰もが健康で
自分らしく暮ら

せるまち

56
57

（4-3）地域医療体制の充実
　地域医療体制の充実、人口に比べ病院、医師数が多い宇部市の強みで
す。最大限活かす施策をお願いします。

　本市は、医療機関が多いという強みがある一方、医師の高齢化や若手医師が少
ないという課題もあります。このような課題を踏まえ、今後、県や医療機関等と
連携し、医療資源を最大限活かして、持続可能な地域医療や救急医療体制の整
備、休日・夜間救急診療体制の広域化等による充実、かかりつけ医の推進等に取
り組み、市民が必要なときに身近な場所で安心して適切な医療が受けられる環境
の充実を目指します。 ウ

43
４ 誰もが健康で
自分らしく暮ら

せるまち
58

（4-4）心かよう地域福祉の充実
　成年後見センターについて
　民間、社会福祉法人、行政の連携で取り組むのは、連携がうまく行かず
に、また時間がかかるという観点から、市にワンストップの専門ワーカー
チームを創設し、各部門にもそこからの派遣ワーカーを置き、新しく創設
したワンストップ丸ごと相談課のようなものを利用できるのが良い。
　相談窓口を作っても、時間は短縮されない。枝葉のシステムづくりでな
く、根本から変えないと、これから逼迫する8050問題には焼け石に水な
のではないかと思います。加えて、相談に至らない潜在的困窮者にも積極
的に支援をしてほしい。

　成年後見制度に関するワンストップの窓口である成年後見センターでは、福
祉・医療・司法・金融・地域の関係機関と事例検討等で情報共有をすることで顔
の見える関係を築き、医療機関や福祉施設、地域包括支援センター、福祉なんで
も相談窓口などの身近な地域の相談窓口等から寄せられた相談を、成年後見制度
の利用につなげています。
　令和４年度からは、分野横断的に連携し、各分野の事業を横つなぎで展開する
「重層的支援体制」として包括的相談支援や、対象者を限定しない地域づくり、
相談を躊躇する人への寄り添った支援により、誰一人取り残さない支援を実践し
ます。（施策4-4）

ア

44
４ 誰もが健康で
自分らしく暮ら

せるまち

58
～63

（4-4）心かよう地域福祉の充実
（4-5）高齢者福祉の充実
（4-6）障害者（児）福祉の充実
　弱者救済は積極的に進めるべきですが、行政がどこまで介入するのか、
難しい問題もはらんでいます。やりすぎにならぬようしっかり対象者を見
極めてください。

　近年、市民1人ひとりが抱える課題は複雑化・複合化しており、従来の制度の
狭間で支援が困難なケースが多くなっています。このため、支援の窓口を縦割り
ではなく横連携することで、より効率的に効果的な対応のできる体制を整えてい
るところです。
　また、本市では、支援する人・支援される人を分けることなく、個人が持てる
力を尊重して互いに支え合うことのできる「地域共生」のまちづくりを目指して
おり、支援が必要な人に適切な支援がつながるよう、公的な組織だけでなく、地
域の担い手による支援体制づくりにも取り組んでいます。

ウ

45
４ 誰もが健康で
自分らしく暮ら

せるまち
61

（4-5）高齢者福祉の充実
　④福祉・介護制度などの基盤づくり
　中高生対象に介護職イメージアップ授業の実施とあるが、効果が出ると
思えない。「どうすれば介護職に就くのか」ではなく、「どうして介護職
に就かないのか」をアンケートでもして、そこを潰すほうが効果が出るの
では。中途の転職人材も同様だと思う。

　介護職のイメージアップを図るため、市と山口県介護福祉士会の連携により、
令和３年度に初めて、中高生を対象とした介護職イメージアップ授業を実施し、
学校・生徒からは好評を得ました。
　ご意見を踏まえ、今後は、参加した生徒の意見を幅広く聞くなどの実態把握を
行い、より効果的な取組を進めます。

ウ

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　
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46
４ 誰もが健康で
自分らしく暮ら

せるまち
63

（4-6）障害者（児）福祉の充実
　障害者福祉には障害者に関わる家族のケアの観点も必要と訴えたい。私
のは子どもの重い障害が発覚したので家庭を維持するために自営業を営む
事になったが、同じような理由で自営業を営む人は少なくない。平日はデ
イサービスや支援学校があるが、土日祝日の掻き入れ時に預ける事ができ
ない事が多く、祖父祖母のサポートに頼っているのが現状。ただ、祖父祖
母ともに高齢で、この状態が保てるのは時間の問題となっている。また、
障害をもつ子どもの家族はその日々の介助に疲れはててダブルケアと似た
ような状況になっている事も問題。例えば、多動による道路への飛び出
し、自傷他害の対応、排泄の問題、学習障害に対する対処、意思疎通の難
しさ、パニックの対応、深夜の大声での発狂、障害児介助によるきょうだ
い児の不満など、障害の重さなどで違うがそれぞれの親御さんが多くの問
題と課題に向き合いながら生活をしている。働きたいときに働けない状況
は避けたいのと、きょうだい児や私たち親の心のケアのためにも、障害児
を土日祝日に預かってもらえる事ができるような施設やサービスの拡充が
必要と考える。（以前市外で土日祝日に預かってもらえる放課後デイサー
ビス施設があったが、経営者から老人介護施設の方が収益性があるという
理不尽な理由を突き付けられて一方的に廃止された。）

　放課後等に障害児を預けることができる障害児通所支援サービスについては、
今後も利用者の増加が見込まれており、利用者が必要とするサービスを身近な場
所で提供できるよう、多様な事業所の参入を促進するなどサービス提供体制の整
備に努めています。
　今後も、障害者・障害児が住みなれた地域で安心して暮らしていけるよう、関
係機関等との連携を強化し、制度の充実に向け取り組みます。

ウ

47
５ 安心・安全で
快適に暮らせる

まち
68

（5-2）カーボンニュートラルの推進
　昔、他県の知人に工業地帯の煙突からモクモクと出る煙を見て、ここに
は住みたくないと言われた記憶がある。無害だと思うが、見た目景観も良
いとは言えないし、子育てする親としては子供の健康の不安要素にもなる
と考えられる。近海もそうだが厚東川、真締川等の河川も、山口市と比べ
るとお世辞にもキレイとは言えない。見た目の第一印象で好印象をもたれ
ないと、Iターンで具体的な検討まで行きつかない。アートの町を謳うので
あれば、直島の様に自然や美しい海辺と融合していないと、説得力がない
気がする。
　計画の実現のためにも、排煙や排水など、新技術及び技術革新で大幅に
改善してほしいと思う。

　本市では、市内の主要工場と「環境保全協定」及び具体的な数値目標を定めた
｢細目協定｣を締結し、国の法律より高いレベルで有害物質の排出規制協定値を設
けるとともに、温室効果ガスの削減、廃棄物の発生抑制に取り組んでいます。ま
た、県とも連携しながら大気、水質、土壌、化学物質等の汚染防止について監
視、指導を実施しています。
　今後とも良好な生活環境と豊かな自然を守るため、官民が一体となって環境汚
染の未然防止に努めていきます。 ウ

48
５ 安心・安全で
快適に暮らせる

まち

68
～71

（5-2）カーボンニュートラルの推進
（5-3）循環型社会の構築
　分野5 安心・安全で快適に暮らせるまち、ここで重要なのは、カーボン
ニュートラルの推進と循環型社会の構築です。それにしては、どちらも目
標値が低すぎませんか。次世代のためにもっと高い目標値を設定しましょ
う。

　国においては、温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比で46％削減
するという高い目標を掲げています。
　計画に掲げる本市の「民生部門での年間温室効果ガス排出量」の目標値（480
千ｔ－CO2）は、2013年度と比較すると36％の削減となり、さらに現在策定
中の宇部市環境基本計画では、2030年度で約47％の削減を目指すこととして
います。
　また、循環型社会の構築に関しての目標値（1人1日当たりのごみ排出量・リ
サイクル率）については、国・県の現状や目標設定値、本市のこれまでの取組状
況を踏まえ、総合的に判断し設定しています。

ウ

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　
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49
５ 安心・安全で
快適に暮らせる

まち
75

（5-5）生活の安全性の向上
　③交通安全対策の充実
　施策の中にもう一点増やしてほしいのが、子どもの通学路の安全性向上
整備を設けてほしい。昨今高齢者が運転ミスで子どもを事故で殺めてしま
うという事例が後を絶ちません。それは高齢者が増えるこれから、そう
いった事例が増えると言っても過言ではありません。親御さんが子どもを
家から送り出して学校に行って帰るまでは見守る事もできないし、何が待
ち構えているか分からない。その不安は図り知れません。そのため、通学
路に関して「子どもファースト」の理念で整備をしてほしい。

　子どもの通学路の安全性向上のため、学校、警察、道路管理者となる国・県・
市の関係機関で組織する宇部市通学路安全対策合同会議において、毎年度、各学
校から報告される通学路の危険箇所について、合同点検を行った上で、連携して
安全対策に取り組んでいます。
　なお、危険箇所を抽出する際には、児童･生徒、家庭からの意見を参考にして
います。また、早急な対応が困難な場所等では、警察や地域の協力をいただきな
がら、見守り活動を強化するなどの取組を行っています。（施策5-5）

ア

50
５ 安心・安全で
快適に暮らせる

まち
79

（5-7）活力ある都市空間の整備
　 ①賑わい創出の拠点づくりとウォーカブルな公共空間の創出
　年齢性別、障害の有無、未婚既婚、子供のいる・いないなど、各々の環
境や状況で分けることなく、一緒に過ごす「くつろぎの郷」としての場所
として「道の駅」または「街の駅」があると、生活が華やぎ、また「地域
のみんな」で共にある、あり続ける社会を造る拠点になるのではないかと
思う。

　令和3年12月に公表した旧山口井筒屋宇部店利活用計画案では、多くの人が集
い、くつろぎ、気軽にコミュニケーションが図ることができる「くつろぎ・交流
機能」を整備することとしています。いただいたご意見を参考に、年齢性別、障
害の有無、未婚既婚、子どものいる・いないなどの区別なく、子どもから高齢者
まで多くの人で賑わい、活気あふれる空間の創出に努めていきます。 ウ

51
6  計画の実現

に向けて
86
87

（6-1）効果的な行政運営システムの構築
　分野６　計画の実現に向けて、この分野では、デジタル化がキーになる
と思います。しかしながら現実問題として超高齢化社会を迎える近い将
来、SDGsが唱える「誰ひとり取り残さない」という高尚な理念が実現で
きるとは、到底、思えません。これって掛け声？ただのスローガン？　行
政がSDGs原理主義、環境原理主義に陥ることなく現実を直視して改革を
進められることを切に願います。

　市民生活に必要な行政サービスを継続的・安定的に提供していくことができる
よう、分野6においては、行財政改革・広域連携の推進、財政運営の健全化、共
創の推進等を実施すべき施策として掲げています。
　また、行政サービスにDXの考え方を積極的に取り入れ、窓口手続のデジタル
化やデジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの普及等、デジタル先端技術
を活用した行政運営システムの構築を進めていきます。（施策6-1）

ア

※対応　ア：素案に趣旨がすでに反映されているもの　イ：素案に意見を反映するもの　ウ：今後の事業実施の参考にするもの　


